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秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
立
高
等
学
校
学
則
（
平
成
元
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
志
願
手
続
）

（
志
願
手
続
）

第
九
条

入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
入
学
願
書

を
出
身
の
中
学

第
九
条

入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
入
学
願
書
（
様
式
第
三
号
）
を
出
身
の
中

校
長
、
義
務
教
育
学
校
長
又
は
出
身
中
等
教
育
学
校
長
を
経
て
校
長
に
提
出

学
校
長
、
義
務
教
育
学
校
長
又
は
出
身
中
等
教
育
学
校
長
を
経
て
校
長
に
提

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
学
手
続
）

（
入
学
手
続
）

第
十
一
条

入
学
（
編
入
学
、
再
入
学
及
び
転
入
学
を
含
む
。
）
を
許
可
さ
れ

第
十
一
条

入
学
（
編
入
学
、
再
入
学
及
び
転
入
学
を
含
む
。
）
を
許
可
さ
れ

た
者
は
、
三
十
日
以
内
に
、
保
護
者
（
未
成
年
の
生
徒
に
つ
い
て
は
学
校
教

た
者
は
、
三
十
日
以
内
に
、
保
護
者
（
未
成
年
の
生
徒
に
つ
い
て
は
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護

者
、
成
年
に
達
し
た
生
徒
に
つ
い
て
は
そ
の
者
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負

者
、
成
年
に
達
し
た
生
徒
に
つ
い
て
は
そ
の
者
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負

担
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
連
署
し
た
誓
約
書
（
様
式
第
三
号
）

担
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
連
署
し
た
誓
約
書
（
様
式
第
四
号
）

及
び
住
民
票
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
住
民
票
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

（
保
護
者
等
の
変
更
の
届
出
）

（
保
護
者
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条

保
護
者
又
は
保
証
人
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
保
護
者
（
保
護

第
十
二
条

保
護
者
又
は
保
証
人
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
保
護
者
（
保
護

者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
変
更
後
の
保
護
者
）
は
、
速
や
か
に
保
護
者

者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
変
更
後
の
保
護
者
）
は
、
速
や
か
に
保
護
者

（
保
証
人
）
変
更
届
（
様
式
第
四
号
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
保
証
人
）
変
更
届
（
様
式
第
五
号
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

２

略

２

略
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３

保
護
者
又
は
保
証
人
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
保
護

３

保
護
者
又
は
保
証
人
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
保
護

者
は
、
速
や
か
に
保
護
者
（
保
証
人
）
氏
名
（
住
所
）
変
更
届
（
様
式
第
五

者
は
、
速
や
か
に
保
護
者
（
保
証
人
）
氏
名
（
住
所
）
変
更
届
（
様
式
第
六

号
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
席
）

（
欠
席
）

第
十
三
条

生
徒
が
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
保
護

第
十
三
条

生
徒
が
欠
席
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
保
護

者
連
署
の
上
、
校
長
に
欠
席
届
（
様
式
第
六
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

者
連
署
の
上
、
校
長
に
欠
席
届
（
様
式
第
七
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

略

２

略

（
休
学
）

（
休
学
）

第
十
四
条

生
徒
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
二
月
以
上
に
わ

第
十
四
条

生
徒
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
二
月
以
上
に
わ

た
り
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
期
間
を
定
め

た
り
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
期
間
を
定
め

て
、
保
護
者
連
署
の
上
、
休
学
許
可
願
（
様
式
第
七
号
）
を
校
長
に
提
出
し

て
、
保
護
者
連
署
の
上
、
休
学
許
可
願
（
様
式
第
八
号
）
を
校
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
病
気
に
よ
り
出
席
で
き
な
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
病
気
に
よ
り
出
席
で
き
な
い

と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

２

略

２

略

（
復
学
）

（
復
学
）

第
十
五
条

休
学
中
の
生
徒
が
休
学
期
間
内
に
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
十
五
条

休
学
中
の
生
徒
が
休
学
期
間
内
に
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

保
護
者
連
署
の
上
、
復
学
許
可
願
（
様
式
第
八
号
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け

保
護
者
連
署
の
上
、
復
学
許
可
願
（
様
式
第
九
号
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
病
気
に
よ
り
休
学
し
た
生
徒
が
復

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
病
気
に
よ
り
休
学
し
た
生
徒
が
復

学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
転
入
学
）

（
転
入
学
）

第
十
七
条

生
徒
が
転
入
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、

第
十
七
条

生
徒
が
転
入
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、

保
護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
転
入
学
願
（
様
式
第
九
号
）
を
提
出
し
な
け
れ

保
護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
転
入
学
願
（
様
式
第
十
号
）
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
転
学
及
び
転
籍
）

（
転
学
及
び
転
籍
）
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第
十
八
条

生
徒
が
転
学
及
び
転
籍
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を

第
十
八
条

生
徒
が
転
学
及
び
転
籍
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を

付
し
、
保
護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
転
学
（
転
籍
）
許
可
願
（
様
式
第
十

付
し
、
保
護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
転
学
（
転
籍
）
許
可
願
（
様
式
第
十
一

号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
留
学
）

（
留
学
）

第
十
九
条

生
徒
が
留
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
保

第
十
九
条

生
徒
が
留
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
保

護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
留
学
許
可
願
（
様
式
第
十
一
号
）
を
提
出
し
な
け

護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
留
学
許
可
願
（
様
式
第
十
二
号
）
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
学
）

（
退
学
）

第
二
十
条

生
徒
が
退
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
保

第
二
十
条

生
徒
が
退
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
保

護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
退
学
許
可
願
（
様
式
第
十
二
号
）
を
提
出
し
な
け

護
者
連
署
の
上
、
校
長
に
退
学
許
可
願
（
様
式
第
十
三
号
）
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
病
気
に
よ
り
退
学
し
よ
う
と
す
る

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
病
気
に
よ
り
退
学
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

と
き
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
休
学
等
許
可
通
知
書
の
交
付
）

（
休
学
等
許
可
通
知
書
の
交
付
）

第
二
十
一
条

校
長
は
、
休
学
、
復
学
、
再
入
学
、
転
入
学
、
転
学
、
転
籍
、

第
二
十
一
条

校
長
は
、
休
学
、
復
学
、
再
入
学
、
転
入
学
、
転
学
、
転
籍
、

留
学
又
は
退
学
を
許
可
し
た
と
き
は
、
休
学
（
復
学
、
再
入
学
、
転
入
学
、

留
学
又
は
退
学
を
許
可
し
た
と
き
は
、
休
学
（
復
学
、
再
入
学
、
転
入
学
、

転
学
、
転
籍
、
留
学
、
退
学
）
許
可
通
知
書
（
様
式
第
十
三
号
）
を
当
該
願

転
学
、
転
籍
、
留
学
、
退
学
）
許
可
通
知
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を
当
該
願

出
人
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

出
人
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
懲
戒
）

（
懲
戒
）

第
二
十
三
条

校
長
及
び
教
員
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
二
十
三
条

校
長
及
び
教
員
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

生
徒
に
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で

生
徒
に
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

き
な
い
。

２
～
５

略

２
～
５

略

６

停
学
又
は
退
学
の
処
分
を
行
う
と
き
は
、
停
学
（
退
学
）
処
分
通
知
書

６

停
学
又
は
退
学
の
処
分
を
行
う
と
き
は
、
停
学
（
退
学
）
処
分
通
知
書

（
様
式
第
十
四
号
）
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
様
式
第
十
五
号
）
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


